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告告 示示

宮崎県告示第72号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成25年２月18日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 串間市大字大納字西平15

、16、18、20－イ

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字西平15・16・18・20－イ（以上４筆について次の図に示

す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に串間市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第73号

海岸法（昭和31年法律第 101号）第３条第１項の規定により、海

岸保全区域を次のとおり指定する。

この関係図面は、宮崎県農政水産部漁村振興課及び宮崎県北部港

湾事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年２月18日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 名称

宮崎県日向灘沿岸土々呂漁港海岸鯛名東第二地区海岸保全区域

２ 区域

県道 224号遠見半島線上に設置された鋲（基点０）を基準点と
びょう

し、以下次表に掲げる基点１から基点５までを順次結んだ線、基

点１と補助点１とを結んだ線、補助点１と補助点５とを結んだ線

及び基点５と補助点５とを結んだ線によって囲まれた区域

基点の表示

県道 224号遠見半島線上に設置された鋲（基点０）
びょう

（公共座標表示：Ｘ座標－ 54508．825，Ｙ座標＋ 6

5409．452）

基準点

基準点から 314°31′32″の方向へ96．864ｍの点基点１

基点１から 18°17′01″の方向へ10．172ｍの点〃 ２

〃 ２から ３°48′10″の方向へ23．854ｍの点〃 ３

〃 ３から 41°42′22″の方向へ11．937ｍの点〃 ４

〃 ４から 11°26′01″の方向へ97．341ｍの点〃 ５

基点１から 101°20′59″の方向へ56．606ｍの点補助点１

〃 ５から 101°20′58″の方向へ52．593ｍの点〃 ５

宮崎県告示第74号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成25年２月18日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

土 石 流04－ 202－２－ 017荒 川 内 谷都 城 市

土 石 流04－ 202－２－ 018板川内谷１

土 石 流04－ 202－２－ 024板川内谷２

土 石 流
04－ 202－２－ 023

－新①

中山谷２－

新①

土 石 流04－ 202－２－ 508東 牛 ノ 脛

土 石 流04－ 344－１－ 511石風呂川１

土 石 流04－ 344－２－ 504石風呂川２
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土 石 流04－ 344－２－ 506石風呂川３

土 石 流04－ 342－２－ 004長 野 谷 川

土 石 流04－ 343－２－ 001本 八 重 谷

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0542荒 川 内

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0543荒 川 内 ２

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4859荒 川 内 ３

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4860荒 川 内 ４

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4868荒 川 内 ５

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4905荒 川 内 ６

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4906荒 川 内 ７

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4907荒 川 内 ８

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4908荒 川 内 ９

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4909荒 川 内10

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0682石風呂－３

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0696石風呂－２

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0697石 風 呂

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0706神 山

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5220石風呂－５

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5221石風呂－６

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5222石風呂－７

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5069永 野 － １

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5070永 野 － ２

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－3251平八重－１

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5104後屋敷－１

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5108雀 ヶ 野

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5109平八重－３

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5110本八重－１

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5111本八重－２

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5156本八重－３

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5157本八重－４

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び都城土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

宮崎県告示第75号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第８条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害特別警戒区域を指定する。

なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必

要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。

平成25年２月18日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土 砂 災 害 特 別
警 戒 区 域
の箇所（渓流）番号

地 区 名市町村名

土 石 流04－ 202－２－ 017荒 川 内 谷都 城 市

土 石 流04－ 202－２－ 018板川内谷１

土 石 流04－ 202－２－ 024板川内谷２

土 石 流
04－ 202－２－ 023

－新①

中山谷２－

新①

土 石 流04－ 202－２－ 508東 牛 ノ 脛

土 石 流04－ 344－１－ 511石風呂川１

土 石 流04－ 344－２－ 506石風呂川３

土 石 流04－ 342－２－ 004長 野 谷 川

土 石 流04－ 343－２－ 001本 八 重 谷

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0542荒 川 内

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0543荒 川 内 ２

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4859荒 川 内 ３

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4860荒 川 内 ４

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4868荒 川 内 ５

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4905荒 川 内 ６

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4906荒 川 内 ７
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急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4907荒 川 内 ８

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4908荒 川 内 ９

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－4909荒 川 内10

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0682石風呂－３

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0696石風呂－２

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0697石 風 呂

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－0706神 山

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5220石風呂－５

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5221石風呂－６

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5222石風呂－７

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5069永 野 － １

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5070永 野 － ２

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－3251平八重－１

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5104後屋敷－１

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5108雀 ヶ 野

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5109平八重－３

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5110本八重－１

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5111本八重－２

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5156本八重－３

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－5157本八重－４

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－3183馬 場 － １

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び都城土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項

の規定により、大規模小売店舗の変更の届出があったので、届出書

その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成25年２月18日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

生活協同組合コープみやざき赤江店

宮崎市大字恒久字草葉 986番地１ 外

２ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の位置及び収容台数

（変更前）Ａ棟北東側（謂１） 94台

Ａ棟屋上（謂２） 47台

敷地外北東側（謂３） ６台

合計 147台

（変更後）Ａ棟北東側（謂１） 89台

Ａ棟屋上（謂２） 39台

敷地外北東側（謂３） ６台

Ｃ棟北側（謂４） 13台

合計 147台

② 駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）Ａ棟東側（謂１） 50台

（変更後）Ａ棟東側（謂１） 55台

③ 荷さばき施設の位置及び面積

（変更前）Ａ棟北側（謂１） 307．76㎡

Ａ棟西側（謂２） 67．78㎡

合計 375．54㎡

（変更後）Ａ棟北側（謂１） 307．76㎡

Ａ棟西側（謂２） 67．78㎡

Ｃ棟北側（謂３） 24．50㎡

合計 400．04㎡

芋 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

（変更前）午前10時～午後８時

（変更後）午前10時～午後９時30分

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）午前９時30分～午後８時30分

（変更後）午前９時30分～午後10時

③ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）敷地北側 ２箇所（出入口２箇所）

敷地南側 １箇所（出入口１箇所）

敷地外北東側駐車場南側１箇所（出入口１箇所）

敷地外北東側駐車場東側１箇所（出入口１箇所）

合計 ５箇所

（変更後）敷地北側 ２箇所（出入口２箇所）

敷地南側 １箇所（出入口１箇所）

敷地外北東側駐車場南側１箇所（出入口１箇所）

敷地外北東側駐車場東側１箇所（出入口１箇所）

敷地東側 １箇所（出入口１箇所）

合計 ６箇所

④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

（変更前）荷さばき施設謂１ 午前６時～午後７時

荷さばき施設謂２ 午前６時～午前11時

（変更後）荷さばき施設謂１ 午前６時～午後９時

荷さばき施設謂２ 午前６時～午前11時

荷さばき施設謂３ 午前９時～午前10時

３ 変更する年月日

公公 告告
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平成25年10月５日

４ 上記２の変更に係るもの以外の事項

茨 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

生活協同組合コープみやざき 代表理事 亀田高秀

宮崎市瀬頭２丁目10番26号

芋 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

生活協同組合コープみやざき 代表理事 亀田高秀

宮崎市瀬頭２丁目10番26号

九州惣菜株式会社 代表取締役 渡辺進

福岡県北九州市門司区黄金町６－28

松山真由美

宮崎市佐土原町下那珂4750－ 171

有限会社外牧商事 代表取締役 外牧啓介

鹿児島県志布志市志布志町帖6514

株式会社宮崎カメラ 代表取締役 大木博文

宮崎市大字恒久 963－１

鰯 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1，800㎡

允 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

Ａ棟内北西側（謂１） 7．56逢

Ａ棟内北西側（謂２） 7．56逢

Ａ棟内北西側（謂３） 7．56逢

Ａ棟内北西側（謂４） 7．78逢

合計 30．46逢

５ 届出年月日

平成25年２月４日

６ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年２月18日から平成25年６月18日まで

７ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成25年２月18日から平成25年６月18日まで

８ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。
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